
「福島冬季転倒災害防止運動」を実施します（添付資料参照）

死傷災害の中で最も件数が多い転倒災害については、その４割が降雪・凍結の冬季に発生して
いることから、福島労働局では、降雪・凍結期間前の 11 月を準備期間、転倒災害が多発する
12 月～２月までを本運動期間として、『福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）』を実施
します。
当署でも、関係企業への要請や大規模小売店のバックヤードのパトロール等を予定しています。
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いわき労働基準監督署 署長室からのお知らせ

署長室よりいわきAliosを望む（R03.10撮影）

◎ 資料等、自由にご利用ください
◎ 記事の要望や感想をお待ちしています！
（いわき労働基準協会までお寄せください）

福島県最低賃金が引き上げられました

10月1日 時間額８００円 ⇒ ８２８円

第80回全国産業安全衛生大会に参加しましょう！
初のハイブリッド開催（現地開催・オンライン開催）

今大会は、オンラインでも参加できます。
ライブ配信だけでなく、オンデマンド配信期間中（11/1～11/30・研究発表は
11/28～11/30）なら、講演や研究発表がいつでも、何度でも視聴できます。
また、発表資料をPCやスマホにダウンロードできます。

私が興味を持ったものをご紹介します。今回は「聞いてみたい研究発表３」

◎外来工事申請のWebシステム構築（自動車部品製造）
⇒ 「外来工事申請システム」を社内で構築した事例です。工事前のリスクアセスメントな

どの手順が正しく行われているかの確認、承認がスピーディーにできるとのこと。
当署管内では、工場設備関係工事での重大な労災事故が多いことから、工事の発注者によ

る施工業者の安全管理能力のチェックは極めて重要なものと考えています。その意味からも、
この発表はぜひ聞いてみたいです。

次回は「聞いてみたい研究発表４」をご紹介します。研究発表リストはこちら！

私も登録しました！皆様も奮ってご参加を！⇒ 参加方法は大会公式ウェブサイトへ

労働災害多発注意報発令中
署長パトロール実施中

STOP！転倒災害

職場の感染防止

墜落・転落災害防止

熱中症予防

労災かくしは犯罪です
いわき市内の建設現場において、現場内で負傷したにもかかわらず、

自宅でケガをしたと偽って健康保険により治療した事案が発覚しました。
労災事故が発生した場合は、迅速な報告による再発防止が重要です。
「労災かくし」は絶対にあってはなりません！

お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に
治療費の全額を自己負担しなければならなくなります！

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/newpage_00929.html
http://www.saiteichingin.info/
https://www.nep-sec.jp/taikai2021
https://www.nep-sec.jp/taikai2021/online/
https://www.nep-sec.jp/taikai2021
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf
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出典：労働者死傷病報告より
（令和２年９月～令和３年８月）

準備期間：令和3年11月1日～令和3年11月30日
運動期間：令和3年12月1日～令和4年2月28日

『福島冬季転倒災害防止運動』実施中

令和３年１０月作成

転ばない
でね！
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